
第６９回 道州制特別区域提案検討委員会 次第

日時 平成27年５月27日（水）10:00～12:00

場所 別館５階 石狩振興局大会議室

１ 開 会

２ 議 事

（１）道民アイデアの第１次整理について

・ 温泉付随可燃性天然ガス利用の促進

・ 海洋地質調査（堆積物採取）の際の鉱業法適用の見直し

・ 合同墓の埋葬

・ ホテル・旅館業における外国人技能実習期間の延長

・ 観光立国推進旅行券の発行

（２）その他

３ 閉 会

【配付資料】

資料１ 温泉付随可燃性天然ガス利用の促進

資料２ 海洋地質調査（堆積物採取）の際の鉱業法適用の見直し

資料３ 合同墓の埋葬

資料４ ホテル・旅館業における外国人技能実習期間の延長

資料５ 観光立国推進旅行券の発行

参考資料１ 北海道サイクリング特区

参考資料２ 自転車に対する駐車規制及び取締り実態について

参考資料３ 温泉付随可燃性天然ガス利用の促進・

海洋地質調査（堆積物採取）の際の鉱業法適用の見直し

参考資料４ 合同墓の埋葬

参考資料５ ホテル・旅館業における外国人技能実習期間の延長

参考資料６ 観光立国推進旅行券の発行



 

 

第６８回道州制特区提案検討委員会の審議結果概要について 
 

 

■開催日時：平成２７年３月３０日（月）１３：３０～１５：５０ 

 

■開催場所：道庁赤れんが庁舎 ２階 １号会議室 

 

■審議結果概要 

 

  議事 道民アイデアの第１次整理について  

 

  ○「観光業者に対する税制優遇」（№428）の理由の表現について、別途修正す

ることとし、事務局に一任 

 

○「温泉付随可燃性天然ガス利用の促進」（№420）、 

「国立公園内における地熱開発の取扱」（№423）、 

「補助金適正化法における財産処分の届け出先の変更」（№426）、 

「北海道サイクリング特区」（№427）、 

「事業用貨物自動車の路上貨物の積み卸し作業の適法化」（№430）、 

「通訳案内士の登録要件等の緩和」（№432）、 

「旧１００円銀貨を媒体とした金融貸付」（№434）、 

「農用地区域内の開発行為制限の緩和」（№435） 

の８項目について、第１次整理を行った結果、№420 については、具体的な

ニーズや類似アイデアの過去の審議状況などを整理の上、検討を継続するこ

ととし、その他の項目については、いずれも一旦検討を終了 

 

席上配付資料



大分類 中分類 小分類 第60回 第61回 第62回 第63回 第64回 第65回 第67回

1 405 3512 H 農業委員会の共同設置を可能とする特例措置 地域振興対策
地方自治
の強化

地方裁量
範囲の拡大

継続検討 一次整理

2 406 3513 I 外国語教育の推進 教育・学校 教育・学校 教育・学校 一次整理

3 407 4510 F 水質汚濁防止法の有害物質等の追加 環境保全 環境保全 汚染対策 一次整理

4 408 1516 F 「北海道地域エネルギー・温暖化対策推進会議」の道への移管等 環境保全 環境推進 その他 審議

5 409 1517 J 保険料の特別徴収の対象となる年金の選択制導入 福祉 高齢者福祉 高齢者福祉 一次整理

6 410 1518 J 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請不要 福祉 高齢者福祉 高齢者福祉 一次整理

7 411 1519 H 総合特区支援利子補給金の認定権限の移譲 地域振興対策 地域活性化 その他 一次整理

8 412 4511 H 帰化の許可権限の移譲 地域振興対策 地域活性化 国際交流 一次整理

9 413 4512 E 最低賃金改定に係る事務の移譲 雇用対策 雇用対策 労働環境の整備 一次整理

10 414 4513 D 二輪の小型自動車の車検期間の拡大 経済振興対策 経済振興 経済の活性化 一次整理

11 415 4514 F エゾシカを対象とした「わな猟」の通年実施 環境保全 環境保全 環境保全 継続検討 一次整理

12 416 4515 D 一般家庭における酒類製造 経済振興対策 その他 地域産業育成 一次整理

13 417 3514 J 外国人介護福祉士試験特区 福祉 福祉 福祉 一次整理

14 418 3515 F 地域の実情に即した水産動植物保護のための捕獲規制 環境保全 環境保全 環境保全 一次整理

15 419 1520 F エゾシカの現地での埋設処理 環境保全 環境保全 環境保全 継続検討 一次整理

16 420 1521 D 温泉付随可燃性天然ガス利用の促進 経済振興対策 産業振興 エネルギー対策

17 421 4516 H 超短波放送（コミュニティFM）の放送免許交付に係る権限の移譲 地域振興対策 地域活性化 その他 一次整理

18 422 3516 D 公的機関によるＲＭＴ（リアルマネートレード）運営特区 経済振興対策 産業振興 その他 一次整理

19 423 2512 D 国立公園内における地熱開発の取扱 経済振興対策 産業振興 エネルギー対策

20 424 4517 C 国土利用計画法に基づく監視区域等指定権限の移譲 土地利用規制 土地利用一般
地方裁量

範囲の拡大
一次整理

21 425 4518 H 独立行政法人の定款変更に対する国の関与の廃止、認可権限の移譲 地域振興対策
地方自治
の強化

地方裁量
範囲の拡大

一次整理

※アイデアを受理した期間 ： 平成２４年４月～平成２５年３月

№ 整理番号 ア　　イ　　デ　　ア　　名
分類 審議状況

平成２４年度道民アイデアの審議状況
資料１



道民アイデア整理表 

№ ４４５ アイデア名 海洋地質調査（堆積物採取）の際の鉱業法適用の見直し 

【アイデアの概要】 

 平成 24年 1月の鉱業法の改正により、海洋地質調査（採泥調査）を実施する場合には、経済産業

大臣の許可が必要となった。 

 国はその理由として、不法に資源探査活動を行う者を取り締まることを挙げているが、実際にはそ

の目的を問わず申請が必要であり、学術・研究目的での探査の実施を抑制し、研究業務の円滑な遂行

に支障をきたしている（たとえば、夏に許可申請したにも関わらず、許可の時期が冬近くになり、冬

季の天候悪化のため海上調査が困難もしくは不可能となる事態も生じている。）。 

 活断層の危険度に関する貴重なデータを取得する機会が失われることは、道民・国民生活の安全に

関して大きな損失である。 

 このため、①地方公共団体の公的研究機関が科学的研究目的で実施することが明らかな場合には免

除規定を設ける、又は、②国（資源エネルギー庁）から道に権限を移譲することを提案する。 

 このことにより、書類審査に係る時間が大幅に縮小可能と思われ、調査計画の立案から海洋調査ま

で、迅速に実施することが可能となり、沿岸防災に係る重要なデータを確実に取得できる。 

【事実関係の整理】 
１ 鉱業の探査に係る許可制度の創設 

  鉱業権の設定に不可欠な開発準備行為である資源探査（物理探査）について、従来は法的規制

が一切なく、外国調査船の海洋調査活動への取締りができないなどの支障があったため、国内資

源の適正な管理の観点から、目的（鉱物資源の開発、科学的調査）の如何に関わらず、外形上、

一定の行為を行う場合には、経済産業大臣（資源エネルギー庁（海域）・経済産業局（陸域）が

所管）の事前の許可が必要とされた（鉱業法第 100条の 2、同法施行規則第 44条の 2）。 

２ 許可申請手続 

  実務上、許可申請に先立ち、他者の鉱区（鉱業権登録区域）との重複の有無や、海底の土砂等

を採取する手法や点数が、鉱業法の規制に該当するかのなどの確認を、北海道経済産業局との間

で行っている（同法施行規則第 44条の 5第 5項等）。 

３ 国に関する特例 

  国の機関が行う探査については許可は要せず、経済産業大臣への事前協議制となっている（同

法第 100条の 10）。 

４ その他 

  鉱業権に関する情報は、鉱業原簿により国が一元管理し、情報公開制度の対象外とされている

（同法第 59条）。 

【道州制特区制度との整合性】  

【一次整理の対応方向（案）】 

 分野別審議 ○ 一旦検討終了 

＜理由＞ 

○ 鉱業権に係る情報は、国が一元管理し、非公開とされるなど、鉱物資源は国民経済上、重要な国

家的資産であることから、鉱業権の設定に関わる権限は、国において執行されるべきものである。 

 

○ なお、地方公共団体の機関が行う科学的調査について、国の機関に準じて事前協議制とするなど

の規制緩和について、「提案募集方式」での国への提案に向けて道として検討を進めることとする。 

 

資料２ 



道民アイデア整理表 

№ ４３９ アイデア名 合同墓の埋葬について 

 

【アイデアの概要】 

○ 少子化や核家族化に伴い、墓地使用権の承継者のいない無縁墓や、親族に承継の意思がない墓な

ど、管理不能な墓が増加していく傾向にあり、対応に苦慮している状況。 

○ 改葬に当たっては、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第 3 条により、死亡者の本籍及び氏

名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓に関する権利を有する者に対し、1年以内に

申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に立札を 1年間掲示をし、この

公告期間中に申出がなかった場合に、改葬の手続きを進めるという手続きが必要である。 

○ このため、手続きを最小限に簡素化し、無縁墓等については、合同墓を設置する中で供養をして

行きたい。 

○ 管理不能な墓地をなくし、市有地の有効活用につながるほか、将来的に墓の継承者がいない場合

についても、生前の希望により合同墓へ埋葬することへの安心感が得られる。 

【事実関係の整理】 

① 無縁墳墓の改葬手続については、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対

し１年以内に申し出るべき旨の官報公告及び墳墓のある場所における立札設置を行い、その期間

内に縁故者等の申出がなかったことを証する書類を添えて、市町村長に対して改葬許可申請を行

う必要がある（墓地、埋葬等に関する法律施行規則第３条）。 

② 改葬の許可権限は、市町村長が有している（墓地、埋葬等に関する法律第５条）。 

③ なお、縁故者等の申し出の催告方法（上記①）については、従来は「２種以上の日刊新聞に３

回以上の公告」による方法だったが、手続の簡素化のため、厚生省（当時）において、現行の

「官報公告及び１年間の立札設置」に見直され、費用の軽減と実効性の担保が図られた経緯があ

る（平成 11年規則改正）。 

【道州制特区制度との整合性】 

 提案内容は、市町村長の権限に属する事務に関する規制緩和に係るものであり、国から道への権限

移譲を求めるものではない。 

【一次整理の対応方向（案）】 

 

 分野別審議 ○ 一旦検討終了 

 

＜理由＞ 

○ 市町村長の権限に関する内容であるため、道州制特区提案にはなじまない。 

○ 地方に関する規制緩和として、提案募集方式による国への提案について、当該提案者に助言する。 

 

資料３ 



道民アイデア整理表 

 

№ 442 アイデア名 ホテル・旅館業における外国人技能実習期間の延長 

 

【アイデアの概要】 

○ 現在、ホテル・旅館における外国人技能実習期間は、１年間となっており、言葉と業務の流れの一

部しか理解できない。 

○ そのため、実習期間を３年間又は５年間とし、ホテル・旅館の業務とともに“日本文化のおもて

なし”を習得させる。 

○ 外国人観光客が増え日本人労働者が減る中、特に道内では人手が不足しており、外国人技能実習

生に“日本文化のおもてなし”を習得してもらうことで、外国人観光客に優れたサービスの提供が

可能となり、魅力発信につながる。 

【事実関係の整理】 

○ 技能実習制度は、国際貢献のため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図ることを目

的とし、外国人が「出入国管理及び難民認定法」別表第１の２の表の「技能実習」の在留資格をも

って日本に在留し、技能等を修得する制度である。 

○ 技能実習には、入国後１年目の技能等を習得する活動（技能実習１号）と、２・３年目の修得し

た技能等に習熟するための活動（技能実習２号）があるが、ホテル・旅館業は、技能実習２号移行

対象職種となっていない。 

○ 技能実習２号の対象となるためには、業務内容に係るレベル別の全国的な技能評価制度の創設が

必要であり、現在、宿泊業の関係団体で評価制度のあり方について検討が進められている。 

○ 道は、外国人人材の確保により、外国人観光客へのホスピタリティを向上させることができるよ

う、出入国管理に関する基準の変更に係る知事の申出権の創設について、平成20年に道州制特区提

案を行っているが、出入国管理行政に対する道州の関与のあり方については、国において今後検討

とされている。 

【道州制特区制度との整合性】 

出入国管理は国の専掌事項であるため、道州制特区提案には馴染まない。 

【一次整理の対応方向（案）】 

 分野別審議 ○ 一旦検討終了 

 
＜理由＞ 

出入国管理は国の専掌事項であり、道州制特区提案には馴染まないため、一旦検討終了とする。 

 

062038
テキストボックス
資料４



道民アイデア整理表 

 

№ 443 アイデア名 観光立国推進旅行券の発行 

 

【アイデアの概要】 

○ 道民に「観光立国推進旅行券」を発行し、観光・宿泊・食事のセットとし消費喚起に繋ぐ。 

○ 道内のホテル・旅館の宿泊者は７割以上を道民で占めており、旅行券の発行により観光交流人口

の増加が期待される。 

【事実関係の整理】 

 地方公共団体による旅行券の発行は、法令上制限されていない。 

【道州制特区制度との整合性】 

旅行券の発行は、現行制度で対応可能であるため、道州制特区制度には馴染まない。 

【一次整理の対応方向（案）】 

 分野別審議 ○ 一旦検討終了 

 
＜理由＞ 

道州制特区制度には馴染まないため、一旦検討終了とする。 

なお、道では今年度、需要の低迷する閑散期への本道の観光需要を拡大するため、観光入込客数の

約 85％を占める道内客に対し、「道産子旅券」を発行し、旅行意欲の喚起及び通年化の促進を図る考

え。 

 

 

062038
テキストボックス
資料５



道民アイデア整理表 
 
№ 427 アイデア名 北海道サイクリング特区 

 

【アイデアの概要】 

① 道路交通法の運用を緩和し、世界における上級カテゴリーのレースができるようにする。 

（現在は、ツールド北海道でも片側通行しか認められておらず、上級レースが開催できない。） 

② 道路の設計標準を変え、自転車の通行の支障にならないようにする（必要がある際に順次改修）。

③ 補助制度などにより、公共交通機関に自転車を持ち込みやすい仕組みを作るよう促す。 

④ 農地法の運用を緩和し、収穫後の農地や休耕田などで、マウンテンバイクのレースなどを開催でき

るようにする。公所有の山林の中を走る場合も、許可のルールを明確にし、通行しやすくする。 

⑤ 自転車を持ち込める宿泊施設、移動手段、自転車で通行が困難なトンネルや砂利道などの、北海道

全体の情報（外国語対応）提供の充実。 

⑥ 道路だけではなく、河川敷地も利用した、北海道全体を自転車で回れるルート作り。 

河川敷地も利用し、自転車が苦手なトンネルを通らずとも、北海道が回れるようなルートを作る。

○ アイデアの実現により、レース中継による地域の名所・美しい景色のアピール、飲食店の売上向上、

健康増進による医療費の削減、CO2の削減、自転車を趣味とする方の移住促進、自転車ガイドの雇用

促進といった効果が期待できる。 

【事実関係の整理】 

① 道路の使用の許可は、所轄警察署長が行い、必要に応じ、危険防止等のための条件を付すことが

できる。（道路交通法第77条） 

② 通行の妨げとなる溝の解消や滑りにくいグレーチングの使用など、道路における安全で快適な自

転車通行設計は現行制度でも可能であり、国がガイドラインを策定し、推進している。 

④ 優良農地であっても、周囲の営農に支障を生じないこと等の基準を満たせば、農地法に基づく許可

を受けた上で、農地を一時的に転用することができる。 

④ 国有林及び道有林では、開放している林道は、一般的に届出により自転車での通行ができる。 

⑤ 平成24年に発足した「サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会」（オブザーバーとして道が参画）

では、複数市町村にまたがるルートや、サイクリストにやさしい宿泊施設等をホームページで公開。

⑥ 河川法上、河川敷地でのサイクリングは、一般的に規制はなく、自由に行うことができる。 

【道州制特区制度との整合性】 
① 道路使用の許可については、国に対して移譲を求める権限が存在しないため、道州制特区提案には

馴染まない。 

②～⑥ 現行制度で対応可能であるため、道州制特区提案には馴染まない。 

【一次整理の対応方向（案）】 

 分野別審議 ○ 一旦検討終了 

 
＜理由＞ 

道州制特区提案には馴染まないため、一旦検討終了とする。 

なお、道としては、サイクルツーリズムは、本道の優位性を活かした観光資源として、国内外から

の新規需要の喚起や市場の拡大に資するものであることから、今後とも、関係機関との連携を図りな

がら、広域モデルルートの開発などの地域の取組を支援し、サイクルツーリズムの推進に結び付ける

考え。 
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■自転車に対する駐車規制及び取締り実態について 

（北海道警察本部に確認済） 

 

 

 

○自転車は道路交通法上「車両」に含まれ、規制の対象となる。 
 

 

○自転車の駐車違反については、悪質・危険性、迷惑性が高いなど、特

に必要がある場合を除き、指導・警告を原則としている。 
 

 

参考資料２ 

○道路交通法（抄） 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 

十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽（けん）

引され、かつ、レールによらないで運転する車（そり及び牛馬を含む。）であつて、身

体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 

十七 運転 道路において、車両又は路面電車（以下「車両等」という。）をその本来の

用い方に従つて用いることをいう。 

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に

停止すること（貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降

のための停止を除く。）、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者（以下

「運転者」という。）がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある

ことをいう。 

十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 

（公安委員会の交通規制） 

第四条 都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路における危険を防止

し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を

防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標

識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路に

おける交通の規制をすることができる。（後段略） 

２ 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合

において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なう

ことができる。 

３～５ （略） 
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合同墓の埋葬 
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※公告の掲載料金は、地方公共団体の場合、１行２２文字単位で１行９４５円。 

  

無縁墳墓等改葬公告 
 ○○墓地整理のために無縁墳墓等について改葬

することとなりましたので、墓地使用者、死亡者

の縁故者等に関する権利を有する方は、本公告掲

載の翌日から１年以内にお申し出ください。 

 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁

仏として改葬することとなりますので、ご承知く

ださい。 

 平成○年○月○日       ○ ○ 市 

１．墳墓等所在地 北海道○○市○○○○○○ 

１．墳墓等の名称 ○○市立○○墓地 

１．死亡者の本籍及び氏名 ①本籍○○市○○、

北海太郎・北海次郎、②本籍不詳、北海三郎、

③本籍・氏名不詳墓石 七基 

１．改葬を行おうとする者 北海道○○市○○○

○○ ○○市長 ○○○○ （連絡先 北海道

○○市○○○丁目○番地 ○○○市○○課） 
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○墓地、埋葬等に関する法律（抄）（昭和二十三年法律第四十八号） 

 

〔法律の目的〕 

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合

し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 

〔定義〕 

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体（妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。）を土中

に葬ることをいう。 

２ この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 

３ この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵し

た焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 

４ この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 

５ この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事（市又は特別区

にあつては、市長又は区長。以下同じ。）の許可を受けた区域をいう。 

６ この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都

道府県知事の許可を受けた施設をいう。 

７ この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけ

た施設をいう。 

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町

村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死

亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日

誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する

地の市町村長が行なうものとする。 

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬

許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 
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○墓地、埋葬等に関する法律施行規則（抄） 
（昭和二十三年厚生省令第二十四号） 

 

第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事

項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。 

一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別（死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名） 

二 死亡年月日（死産の場合は、分べん年月日） 

三 埋葬又は火葬の場所 

四 埋葬又は火葬の年月日 

五 改葬の理由 

六 改葬の場所 

七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者（以下「墓地

使用者等」という。）との関係 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 墓地又は納骨堂（以下「墓地等」という。）の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は

収蔵の事実を証する書面（これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が

必要と認めるこれに準ずる書面） 

二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対

抗することができる裁判の謄本 

三 その他市町村長が特に必要と認める書類 

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂（以下「無縁墳墓等」という。）に埋葬し、又

は埋蔵し、若しくは収蔵された死体（妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。）又は焼骨の

改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に

掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 無縁墳墓等の写真及び位置図 

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権

利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見

やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつ

た旨を記載した書面 

三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真 

四 その他市町村長が特に必要と認める書類 
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○官報及び法令全書に関する内閣府令 
（昭和二十四年六月一日総理府・大蔵省令第一号） 

 

 官報、法令全書、職員録等ノ発行ニ関スル件（昭和十八年閣令大蔵省令第一号）を改正する

命令を次のように定める。 

 

 （官報） 

第一条 官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、

庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁

報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。 

 

 （法令全書） 

第二条 法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規

則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。 

 

   附 則 （略） 
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■ 地域住民生活等緊急支援のための交付金を 
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金
融

機
関

、
観

光
案

内
所

、
W

e
b

販
売

・
発

券
方

法
①

紙
券

　
②

磁
気

カ
ー

ド
　

③
①

・
②

併
用

①
紙

券
　

②
磁

気
カ

ー
ド

　
③

①
・
②

併
用

④
旅

行
会

社
へ

の
助

成
-

①
紙

券
　

②
磁

気
カ

ー
ド

　
③

①
・
②

併
用

確
認

方
法

パ
ス

ポ
ー

ト
、

航
空

券
（
半

券
、

e
チ

ケ
ッ

ト
等

）
地

方
空

港
利

用
確

認
（
半

券
、

e
チ

ケ
ッ

ト
等

）
-

住
所

の
確

認
等

９
月

～
２

月

委
託

額
　

面
：
１

０
，

０
０

０
円

販
売

額
：
 ６

，
０

０
０

円
（
４

０
％

割
引

）

1
0
,0

0
0
円

１
５

０
，

０
０

０
冊

各
種

メ
デ

ィ
ア

、
印

刷
物

、
W

E
B

、
S
N

S
、

海
外

旅
行

博
（
機

構
事

業
）
等

発
行

部
数

１
５

０
，

０
０

０
冊

①
上

限
  
１

０
万

人
②

上
限

 　
 ８

千
人

1


